
後発医薬品（ジェネリック薬品）・⼀般名処⽅について 
 
 
●後発医薬品（ジェネリック薬品）について 

当院では従来から医療費抑制に⼀環として、厚⽣労働省が進めている後発医薬品
（ジェネリック薬品）の採⽤を積極的に⾏っております。 

当院で採⽤している後発医薬品（ジェネリック薬品）においては、後発医薬品との
効果および品質の同等性、患者様への安定供給等を総合的に評価し採⽤しておりま
す。 
 
●バイオ後続品について 

バイオ後続品とは、国内ですでに承認されているバイオ医薬品（遺伝⼦組み換えや
細胞培養技術を⽤いて製造したタンパク質を有効成分とした医薬品）と同等の品質・
有効性・安全性を⽰す医薬品のことです。主に糖尿病治療、貧⾎治療、がん治療など
で使われています。 
 
●後発医薬品のある先発医薬品（⻑期収載品）の選定療養について 
 後発医薬品（⻑期収載品）の選定療養とは 2024 年の診療報酬改定により、2024 年
10 ⽉ 1 ⽇から導⼊された制度で、患者様が後発医薬品（ジェネリック薬品）のる先発
医薬品（⻑期収載品）を希望された際に、その差額の 4 分の 1 を選定療養費として負
担していただく仕組みです。 
 
●⼀般名処⽅について 
 医薬品の供給状況を鑑みて、当院では「⼀般名処⽅」を推進しております。「⼀般名
処⽅」によって、同成分の薬剤であれば保険薬局が⼊⼿できる薬で対応できるように
なります。 

これにより、保険薬局が病院に問い合わせをせずに薬剤を変更することが可能とな
り、患者様の待ち時間減少にもつながります。 

なお、医薬品の供給状況が不安定の際は、お薬を変更せざるを得ない場合がござい
ます。その際は、院内にて協議を⾏い、変更致します。変更の際はご説明させていた
だきます。 
 
 
当院では、これからも医療費抑制策の⼀環である後発医薬品（ジェネリック薬品）・バ
イオ後続品の使⽤を推進してまいります。 


